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政
令
第
二
百
一
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書

及
び
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
水
胞
性
口
炎
の
項
中
「
水
胞
性
口
炎
」
を
「
水
疱
性
口
内
炎
」
に
改
め
、
同
表
ブ
ル
セ
ラ
病
の
項
中
「
ブ
ル
セ

ほ
う

ラ
病
」
を
「
ブ
ル
セ
ラ
症
」
に
改
め
、
同
表
結
核
病
の
項
中
「
結
核
病
」
を
「
結
核
」
に
改
め
、
同
表
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
（
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
項
中
「
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
病
」
を
「
ピ
ロ
プ
ラ
ズ
マ
症
」
に
改
め
、

同
表
ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
病
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
項
中
「
ア
ナ
プ
ラ
ズ
マ
病
」
を
「
ア

ナ
プ
ラ
ズ
マ
症
」
に
改
め
、
同
表
豚
水
胞
病
の
項
中
「
豚
水
胞
病
」
を
「
豚
水
疱
病
」
に
改
め
、
同
表
ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
（

ほ
う

病
原
性
が
高
い
も
の
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
項
中
「
ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
」
を
「

ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
」
に
改
め
、
同
表
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
病
原
体
に
よ
る
も
の
に
限
る

。
以
下
同
じ
。
）
の
項
中
「
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
」
を
「
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
」
に
改
め
る
。
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第
二
条
の
見
出
し
中
「
消
毒
設
備
」
を
「
衛
生
管
理
区
域
に
お
け
る
消
毒
設
備
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
号
イ
中
「
ひ
ろ
げ
る
」
を
「
拡
散
す
る
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
水
胞
性
口
炎
」
を
「
水
疱
性
口
内
炎
」
に
、

ほ
う

「
豚
水
胞
病
」
を
「
豚
水
疱
病
」
に
、
「
ブ
ル
セ
ラ
病
、
結
核
病
」
を
「
ブ
ル
セ
ラ
症
、
結
核
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「

ほ
う

ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
又
は
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
感
染
症
」
を
「
ニ
ュ
ー
カ
ッ
ス
ル
病
又
は
家
き
ん
サ
ル
モ
ネ
ラ
症
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条

を
第
十
二
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
家
畜
以
外
の
動
物
に
お
け
る
伝
染
性
疾
病
の
ま
ん
延
に
よ
る
当
該
伝
染
性
疾
病
の
病
原
体
の
拡
散
を
防
止
す
る
た
め
の
通

行
の
制
限
又
は
遮
断
）

第
七
条

第
五
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
五
条
の
二
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年

七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
五
号
）
の
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
（
こ

れ
ら
の
規
定
を
第
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。


